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	 第4章	 第１次国土強靱化実施中期計画
	 1－1	 	第１次国土強靱化実施中期計画の策定
気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や、切迫する千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下
地震及び南海トラフ地震などの大規模地震から、国民の生命・財産・暮らしを守り、国家・社会の重
要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靱化の取組を切れ目なく推進する必要がある。とりわ
け、人的被害（死者）が最大約29.8万名、資産等の直接被害が約224.9兆円とも推計されている南
海トラフ巨大地震のような大規模自然災害から一人でも多くの人命を守り、国民生活や社会経済活動
の維持・早期復旧を図るため、国民、事業者、地域、行政等のあらゆる主体が総力を挙げて、国土強
靱化の取組を推進する必要がある。また、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的
に進行する中、著しい劣化や損傷が災害への耐力を低下させ、災害時に被害を拡大させることが懸念
されており、老朽インフラの修繕・更新を強力に推進し、予防保全型メンテナンスへの移行を図る必
要がある。
このような状況を踏まえ、政府は、令和５年６月に改正された「強くしなやかな国民生活の実現を
図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（平成25年法律第95号）に基づき、「国土強靱
化基本計画」に基づく施策の実施に関する中期的な計画として、「第１次国土強靱化実施中期計画」
（以下本章において「実施中期計画」という。）を令和７年６月６日に閣議決定した。

	 1－2	 	取組の実施方針
実施中期計画は、計画期間を令和８年度から令和12年度までの５年間とし、基本計画で定める国
土強靱化政策の展開方向に沿って計画期間内に実施すべき国土強靱化施策の内容及び目標を明らかに
するとともに、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に続く計画として、その推進
が特に必要となる施策の内容及びその事業規模を定めている。実施中期計画は、＜１＞国民の生命と
財産を守る防災インフラの整備・管理、＜２＞経済発展の基礎となる交通・通信・エネルギーなどラ
イフラインの強靱化、＜３＞デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化、＜４＞災害時
における事業継続性確保を始めとした官民連携強化、＜５＞地域における防災力の一層の強化の五つ
の方針に基づき、計画期間内に実施すべき施策の内容と目標を具体的に示しつつ、推進することとし
ている。また、計画期間内に推進が特に必要となる施策の目標を設定するとともに、その先を見据え
た現段階の長期目標についても明示し、重点的に取組を推進していく。

	 1－3	 	事業規模及び社会状況や事業実施環境の変化への対応
実施中期計画に示す計画期間内に推進が特に必要となる施策について、その事業規模は、今後５年
間でおおむね20兆円強程度を目途としている。計画の初年度については、令和７年度第１次補正予
算から措置されており、国費約1.9兆円（そのうち、公共関係費約1.6兆円）が計上されている。こ
れらの予算等により、国土強靱化の取組を強力に推し進めていく。
人口減少・少子高齢化を背景に担い手の減少や高齢化が進展し、人材の需要と供給にギャップが生
まれつつある分野もあることから、実施中期計画の推進に当たっては、将来の担い手確保・育成やデ
ジタル等新技術の活用による生産性向上、広域連携による相互補完のための体制整備等の事業実施環
境の整備について、関連施策を推進していく。
このように、実施中期計画により、施策の一層の重点化を図るとともに、組織の枠を越えた施策連
携強化型の国土強靱化を推進し、災害に屈しない強靱な国土づくりを進めていく。
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	 図表	 第１次国土強靱化実施中期計画の概要

（人口減少等の社会状況の変化への対応）
●地方創生の取組と国土強靱化の一体的推進
●フェーズフリー対策の積極的導入
●地域コミュニティの強化、ハード・ソフト対策の推進
●まちづくり計画と国土強靱化地域計画の連携強化
●積雪寒冷地特有の課題への配慮、条件不利地域にお

ける対策強化、「半島防災・強靱化」等の推進

（事業実施環境の変化への対応）
●年齢や性別にとらわれない幅広い人材活用
●革新的技術による自動化・遠隔操作化・省人化
●気象予測精度の向上と社会経済活動の計画的抑制
●安全確保に伴う不便・不利益への社会受容性の向上
●フェーズフリーな仕組みづくりの推進
●広域連携体制の強化、資機材仕様の共通化・規格化

（災害外力・耐力の変化への対応）
●気候変動に伴う気象災害への「適応」と「緩和」策の推進
●最先端技術を駆使した自立分散型システムの導入
●グリーンインフラの活用の推進
●障害者、高齢者、こども、女性、外国人等への配慮
●埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえたインフラ老朽化

対策の推進

第１次国土強靱化実施中期計画【概要】
第１章 基本的な考え方
○防災・減災、国土強靱化の取組の切れ目ない推進
○近年の災害（能登半島地震・豪雨、秋田・山形豪雨、台風10号、日向灘地震等）

○５か年加速化対策等の効果（被害軽減・早期復旧への貢献、地域防災力の高まり等）
○状況変化への対応（３つの変化（災害外力・耐力、社会状況、事業実施環境）への対応）

第２章 計画期間 令和８年度から令和12年度までの５年間

第３章 計画期間内に実施すべき施策（全326施策）

第４章 推進が特に必要となる施策（全114施策（234指標））
１ 施策の内容

２ 対策の事業規模

第５章 フォローアップと計画の見直し

Ⅴ．地域防災力の強化Ⅳ．官民連携強化Ⅲ．デジタル等新技術の活用Ⅱ．ライフラインの強靱化Ⅰ．防災インフラの整備・管理
○ スフィア基準等を踏まえた避

難所環境の抜本的改善
○ 国等によるプッシュ型支援物資の分

散備蓄の強化
○ 避難所や教育の現場となる学

校等の耐災害性強化
○ 避難所等における自立分散型の電

源・エネルギーシステムの構築
○ 発災時における民間・NPO・ボラン

ティア等の活動環境の整備 等

16施策（29指標）

○ 生活の基盤となる住宅・建築物の
耐震化

○ 密集市街地や地下街等の耐震化・
火災対策の推進

○ 保健・医療・福祉支援の体制・
連携強化

○ 立地適正化計画等と連携した国
土強靱化施策の推進

○ 国土強靱化と地方創生の一体的
推進による地域防災力の強化 等

13施策（18指標）

○ 国の地方支分部局等の資機材の充
実（警察・消防・自衛隊・TEC-
FORCE等）

○ 一元的な情報収集・提供システ
ムの構築

○ フェーズフリーなデジタル体制の
構築 等

16施策（24指標）

○ 予防保全型メンテナンスへの
早期転換

○ 広域支援に不可欠な陸海空の交
通ネットワークの連携強化

○ 上下水道システムの耐震化を始
めとした耐災害性の強化

○ 送電網の強化及び自立分散型の
電源・エネルギーの活用

○ 通信システムの災害時自立性の
強化 等

42施策（87指標）

○ 中小河川も含めた洪水・内水ハ
ザードマップ等の水災害リスク
情報の充実

○ 関係府省庁の枠を越えた流域
治水対策等の推進

○ 障害者・高齢者・こども・外国人
等に配慮した災害情報提供の強化

○ 発災後の残存リスクの管理
○ 予防保全型メンテナンスへの

早期転換 等

28施策（76指標）

主な施策の
内容・目標

○施策の目標は、南海トラフ地震が30年以内に発生する確率（８割程度）等に鑑み、一人でも多くの国民の生命・財産・暮らしを守るため、おおむね20年から30年程度を一つの目安として、検討・
設定。長期目標の達成に30年超の期間を要する施策においても、地域ごとに異なる災害リスクの実情や緊急性等を踏まえ、早期に効果を発揮できるよう、優先順位・手法を検討の上、実施

Ⅴ．地域防災力の強化Ⅳ．官民連携強化Ⅲ．デジタル等新技術の活用Ⅱ．ライフラインの強靱化Ⅰ．防災インフラの整備・管理
• 地方公共団体における災害用井

戸・湧水等の活用
• 「世界津波の日」を含む防災への意

識向上のための普及啓発活動

72施策

• 病院におけるBCPの策定
• 災害保険や民間の防災・減災サービ

スの活用・啓蒙活動の強化

65施策

• マイナンバーカードを活用した避
難所運営効率化等

• 矯正施設のデジタル無線機の適
正な稼働

56施策

• 迅速な航路啓開のための体制の
整備

• 衛星通信システムに関する制度
整備等

109施策

• 個別避難計画作成
• 情報科学を活用した地震調査研

究プロジェクト

60施策

主な施策の
内容・目標

○第４章の施策の他、施策の推進に必要な制度整備や関連計画の策定等の環境整備、普及啓発活動等の継続的取組、長期を見据えた調査研究等について、目標を設定して取組を推進

※複数の柱に位置付けられた施策があるため、各柱の施策数の合計は全施策数と一致しない。

※１施策（住宅・建築物の耐震化の促進）が「ライフラインの強靱化」と「官民連携強化」に位置付けられているため、各柱の施策数の合計は全施策数と一致しない。

○「推進が特に必要となる施策」の事業規模は、今後５年間でおおむね20兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反
映。各年度の取扱いについては、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等を踏まえ、機動的・弾力的に対応。 （Ⅰ．防災インフラの整備・管理：
おおむね5.8兆円、Ⅱ．ライフラインの強靱化：おおむね10.6兆円、Ⅲ．デジタル等新技術の活用：おおむね0.3兆円、 Ⅳ．官民連携強化：おおむね1.8兆円、Ⅴ．地域防災力の
強化：おおむね1.8兆円）

○毎年度の年次計画を通じたフォローアップの実施（「評価の在り方」を適用）
○災害から得られた知見の継承、対策の課題・効果の取りまとめ・発信
○実施に際し、真に必要な財政需要に安定的に対応するため、地域の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭に置きつつ、事業の進捗管理と財源確保方策の具体的な検討を開始

○巨大地震の被害想定地域や条件不利地域は、関連計画のフォローアップと連携
○事業実施環境の整備に向けた取組の強力な推進、評価に必要なデータ収集の推進

もう

令和７年６月６日
閣議決定

第１次国土強靱化実施中期計画【概要】
第４章 推進が特に必要となる施策（例）
（１）国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 （２）経済発展の基礎となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化
○ 国民の生命・財産・暮らしを守り、魅力あふれる多様な地域・国土を未来に引き

継ぐため、長期的な視点に立ち、防災インフラの整備・管理や老朽化対策を着実
に推進する。AI・ドローン等の最先端のデジタル等新技術の活用により、インフ
ラの管理・運用の高度化や住民避難の体制強化を図るとともに、まちづくりとの
連携強化やグリーンインフラの活用を図るなど、ハード・ソフト両面から対策を
講じ、次世代にわたり機能するインフラへの転換を図る。

○ 大規模自然災害の発生時においても、交通・上下水道・通信・電力・エネルギー等
のライフライン機能を可能な限り維持できるよう、確実な点検・診断の実施や災害
耐力の低下をもたらす致命的な損傷の早期解消、運営基盤の強化等を推進し、予防
保全型メンテナンスへの早期転換を図るとともに、急所となる施設・設備や災害時
の重要施設に接続するライフラインの耐災害性強化を図る。

○ 災害により損傷を受けた場合にも早期に機能を発揮できるよう、関連施設の相互連携の
強化やリダンダンシー確保、フェーズフリーな仕組みの活用、地域の実情を踏まえた自
立分散型システムの導入等を推進し、次世代型ライフラインへの転換を図る。

内水対策の強化

堤防整備

■流域治水対策（河川、砂防、下水道、海岸）【国土交通省・農林水産省】
≪目標≫気候変動の影響を考慮した河川整備計画へ変更した割合

（国管理河川の全121計画）
19％【R５】 → 64％【R12】→ 100％【R17】

気候変動を踏まえた洪水に対応（必要な流下能力を確保）
した国管理河川（約1,500万m3/s・km）の整備完了率

31％【R５】 → 39％【R12】→ 100％【R62】
気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）
した海岸堤防等（延長約2,700km）の整備完了率

51％【R５】 → 58％【R12】→ 100％【R52】
浸水実績地区等（全国約37万ha（令和５年度末時点））に
おける下水道による気候変動の影響を踏まえた浸水対策完了率

５％【R５】 → 12％【R12】→ 100％【R40】 雨水貯留浸透施設整備

■住民等の避難等に資する情報伝達手段の多重化・多様化【総務省】
≪目標≫市区町村（全国1,741市区町村）における防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段

（障害者や外国人等への配慮も含めた情報伝達手段）の整備完了率
０％【R６】→ 100％【R12】

■線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する情報の高度化【国土交通省】
≪目標≫次期静止気象衛星及び次々期静止気象衛星の整備（契約・基本設計審査・詳細設計審

査・構成品製造完了・統合作業・打ち上げ・運用開始の７工程）の進捗率
７％【R５】 → 71％【R12】→ 100％【R16】

■道路橋梁等の耐震機能強化【国土交通省】
≪目標≫緊急輸送道路（約110,000km）上の橋梁（約65,000橋（令和５年度末時点））の耐震化率

82％【R５】 → 88％【R12】→ 100％【R38】

■河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理【国土交通省・農林水産省】
≪目標≫国管理河川（約10,000km）における河川巡視の無人化に対応するための環境整備

（ドローンによる河川巡視のための通信環境の整備：約10,000km）の完了率
０％【R６】 → 22％【R12】→ 100％【R15】

■水災害リスク情報の充実・活用【国土交通省】
≪目標≫土砂災害警戒区域（約699,100区域（令和５年度末時点））のうち、土砂災害ハザー

ドマップの作成・公表が完了した区域の割合
96％【R５】 → 100％【R12】

■港湾施設の耐震・耐波性能等の強化や関連する技術開発【国土交通省】
≪目標≫全国の港湾（932港）のうち、大規模地震時に確保すべき港内の海上交通ネットワーク（港湾計

画等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域施設、外郭施設、背後の荷さばき地や臨港交通施
設等を含めた陸上輸送から海上輸送を担う一連の構成施設：464ネットワーク）の整備完了率

35％【R５】 → 43％【R12】 → 100％【R33】

■道路における防災拠点機能強化【国土交通省】
≪目標≫道の駅における防災対策（防災上の位置付け（地域防災計画への位置付け）がある道の駅（約450

か所（令和５年度末時点））の建物の無停電化及び災害時も活用可能なトイレの確保）の完了率
55％【R５】 → 68％【R12】→ 100％【R37】

■上下水道施設の耐災害性強化【国土交通省】
≪目標≫給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約35,000か

所）のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されて
いる重要施設の割合

９％【R５】→ 30％【R12】 → 100％【R36】

■災害に強い合併処理浄化槽の整備【環境省】
≪目標≫浄化槽整備区域内（単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の総数：約370万基（令和５年度末

時点））における合併処理浄化槽の割合
68％【R５】→ 77.9％【R12】 → 100％【R27】

■送電網の整備・強化対策【経済産業省】
≪目標≫「広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）」を踏まえた送電網（増強運用

容量：875万kW（広域系統整備計画策定時点））の整備完了率
０％【R６】 → 100％【R12】

■道路施設の老朽化対策【国土交通省】
≪目標≫国及び地方公共団体が管理する道路における緊急又は早期に対策を講ず

べき橋梁（約92,000橋（令和５年度末時点））の修繕措置（完了）率

55％【R５】 → 80％【R12】 → 100％【R33】

水道管路の耐震化

＜関係府省庁の枠を越えた流域治水対策等の推進＞

＜中小河川も含めた洪水・内水ハザードマップ等の水災害リスク情報の充実＞

＜発災後の残存リスクの管理＞

＜障害者・高齢者・こども・外国人等に配慮した災害情報提供の強化＞

＜広域支援に不可欠な陸海空の交通ネットワークの連携強化＞

＜上下水道システムの耐震化を始めとした耐災害性の強化＞

＜送電網の強化及び自立分散型の電源・エネルギーの活用＞

＜予防保全型メンテナンスへの早期転換＞ ＜道路橋＞
対策前

対策後

鉄筋の露出
判定区分Ⅲ

※ リアルタイム災害危険情報に基づく早期避難を促進するなど、対策の効果を最大限発揮できるようソフト
対策との連携を強化するとともに、災害リスクを含む地域特性を踏まえた長期的な視点に立ち、地方公共
団体の総合計画や立地適正化計画等のまちづくり計画との連携強化を計画段階から図りつつ、目標年度が
長期に及ぶハード対策について着実に進める。

■携帯電話基地局強靱化対策事業【総務省】
≪目標≫全国の携帯電話基地局（約100万局（令和６年３月末時点））のうち、災害対策本部の周辺等、

強靱化が求められる基地局（全国約１万局（令和６年３月末時点想定））における整備完了率
０％【R６】→60％【R12】→100％【R16】

＜通信システムの災害時自立性の強化＞

■防災重点農業用ため池の防災・減災対策【農林水産省】
≪目標≫全国の防災重点農業用ため池（約53,000か所（令和５年度末時点））のうち、防災対

策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事等推進計画に位置付けのある約
9,000か所（令和５年度末時点））における防災工事の完了率

30％【R５】 → 83％【R12】→ 100％【R17】

■上下水道施設の戦略的維持管理・更新【国土交通省】
≪目標≫損傷リスクが高く、事故発生時に社会的影響が大きい大口径下水道管路

（「下水道管路の全国特別重点調査」の対象※：約5,000km）の健全性の確保率
０％【R６】 → 100％【R12】

※ 口径２ｍ以上かつ30年以上経過した下水道管路

りょう

りょう

りょう

＜交通結節点等における防災拠点機能の強化＞

＜静止気象衛星の整備等による線状降水帯・台風等の予測精度の更なる向上＞

＜地震・津波・火山観測体制等の更なる強化＞
■線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する情報の高度化【国土交通省】

≪目標≫火山観測施設の耐災害性強化（停電対策が必要な箇所：61か所）の完了率
７％【R５】 → 52％【R12】 → 100％【R15】
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出典：内閣官房国土強靱化推進室ホームページ
（参照：https：//www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/dai1_chuukikeikaku/index.html）　

第１次国土強靱化実施中期計画【概要】
第４章 推進が特に必要となる施策（例）
（３）デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 （４）災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化

（５）地域における防災力の一層の強化

○ AIやドローン、衛星等の革新的なデジタル等新技術は、組合せや使い方の工夫次第
で、国土強靱化の取組を飛躍的に進化させる可能性を秘めている。これらの革新的
な技術を発災直後の過酷な環境下における初動対応から復旧・復興段階に至るあら
ゆる災害対応フェーズにおいて積極的に活用できるよう、平時も含めた運用体制の
強化を図り、フェーズフリーな活用環境の整備を推進する。

○ 激甚化・頻発化する大規模自然災害から国民の生命・財産・暮らしを守り、社会経済
活動を維持・継続させていくためには、民の力を最大限発揮していく必要がある。

○ 災害に強い社会構造への転換に向け、これまで国民一人一人が進めてきた住宅の耐災害
性強化や民間企業が進めてきた施設の耐災害性強化、サプライチェーンの複線化、事業
継続計画（BCP）の策定等の取組に加え、地方創生や持続可能なまちづくりとの連携強
化により、地域の実情に応じた創意工夫を官民連携で創出する取組を強力に推進する。

○ 自然災害の激甚化・頻発化に伴い長期化する災害対応に適応するため、自立と連携の両面から地域防災力の強化を図る。被災地において被災者が安全に、安心して生活できる避難所環境や
支援者が最大限の力を発揮できる活動環境の整備を推進し、地域の災害時における自立性の強化を図るとともに、長期に及ぶ避難生活や復旧・復興を持続的に支援できるよう、広域連携体
制の強化を図る。なお、実施中期計画では、半島・離島等の条件不利地域における国土強靱化施策についても、その他地域において進める当該施策と併せて全国的な施策として位置付ける
こととし、各地域特性を踏まえた目標の設定や当該目標の達成に向けた施策の実施については、半島・離島等の関連法に基づき別途策定される計画等の下で具体的に推進するものとする。

■災害に強い市街地形成に関する対策【国土交通省】
≪目標≫災害に強い市街地形成に関する対策を優先的に必要とする地域

（569市区町村（令和５年度時点））のうち、対策（津波避難タ
ワー等の整備、不燃化促進、緊急車両アクセス向上、防災機能強
化等）が概成した割合

9.0％【R５】 → 45％【R12】→ 100％【R25】

松原公園津波避難複合施設
Terrasse Orange toi

防災と観光の機能を高度に
融合させた日本初の津波避
難複合施設

能登半島地震の被災地に
派遣された医療コンテナ

■医療コンテナの活用【厚生労働省】
≪目標≫可動性のある医療コンテナを有する三次医療圏

（全52医療圏）の割合
63％【R６】 → 100％【R12】※

※災害時の利活用方法について厚生労働科学研究等を通じ検討を進めつつ、R12以降も各都道府県全体で各二次医療圏１基
以上に相当する個数の医療コンテナ（災害時に利用可能な可動性を有するもの）の保有を目指す等導入拡大を図る。

＜立地適正化計画等と連携した国土強靱化施策の推進、
国土強靱化と地方創生の一体的推進による地域防災力の強化＞

＜保健・医療・福祉支援の体制・連携強化＞

＜生活の基盤となる住宅・建築物の耐震化＞
■住宅・建築物の耐震化【国土交通省】
≪目標≫居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震性

が確保されているものの割合（住宅の耐震化率）
90％【R５】 → 95％【R12】 →耐震性が不十分なものをおおむね解消【R17】※

※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100％に近い状態を目指す目標を設定

＜フェーズフリーなデジタル体制の構築＞

＜国の地方支分部局等の資機材の充実（警察・消防・自衛隊・TEC-FORCE等）＞

■TEC-FORCE等に係る機能強化による災害対応力の強化【国土交通省】

≪目標≫大規模氾濫等に対応（高揚程化による機能強化）するための災害対策用車両（排水ポン
プ車：約240台（令和６年度末時点））の整備完了率

75％【R６】→ 83％【R12】 → 100％【R22】

■緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化【総務省】

≪目標≫航空消防防災体制の充実のため、航空小隊（全77隊（令和７年３月時点））に特に必
要な航空機・資機材（消防防災ヘリコプター（消防庁ヘリコプターを含む。）、ヘリ
サット地球局、持込型機上装置）の整備完了率

94％【R６】→100％【R12】

■災害用装備資機材の充実強化【警察庁】

≪目標≫広域緊急援助隊の災害時の救出救助活動に必要な資機材（近年の豪
雨災害等への対応に当たり不足が確認された水難救助セット（ヘル
メット、救命胴衣、ブーツ等）：約2,500式）の更新整備の完了率
０％【R６】→ 100％【R12】

■自動施工技術を活用した建設現場の省人化対策【国土交通省】

≪目標≫工種（盛土・掘削・積込み・運搬・押土・敷均し・締固めの７工種）における自動施工
機械の技術基準の適用（基準整備、試行工事の実施）完了率
０％【R６】 → 100％【R12】

消防庁ヘリコプター
による救助活動

＜スフィア基準等を踏まえた避難所環境の抜本的改善、避難地や救援・救護活動
等の拠点の整備・機能強化、国等によるプッシュ型支援物資の分散備蓄の強化＞

＜避難所や教育の現場となる学校等の耐災害性強化（耐震化、熱中症対策・寒冷地対策等）＞

＜避難所等における再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等を活
用した自立分散型の電源・エネルギーシステムの構築＞

■学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化
（公立学校）【文部科学省】
≪目標≫避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武道場：32,616室）における空調設備の設置完了率

18.9％【R６】 → 68.1％【R12】→ 100％【R17】

■避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等の災害・停電時
にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策【環境省】
≪目標≫指定避難所（約82,000か所）等のうち、緊急に整備が必要な公共施設等(4,000か所）における

災害時に活用可能な再生可能エネルギー設備等の導入完了率
21％【R５】 → 62.5％【R12】→ 100％【R17】

■避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄【内閣府】
≪目標≫スフィア基準を満たす避難所を設置するために必要となるトイレ、ベッド等の災害用

物資・資機材の備蓄を行っている市区町村の割合
０％【R６】※ → 100％【R12】

※令和６年12月に改定した「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(平成25年８月内閣府）等を踏ま
え、今後、スフィア基準に適合するために必要となる災害用物資・資機材の市区町村による備蓄状況を確認する。

被災地の支援に向けたキッチンカー・トレーラーハウス等の
登録制度に登録された車両数

０台【R６】→1,000台【R12】※

※関係者へのヒアリング等から、登録制度の登録対象となり得ると想定される車両数

＜発災時における民間・NPO・ボランティア等の活動環境の整備＞
■災害ボランティア等の多様な主体との連携【内閣府】

≪目標≫都道府県域における災害中間支援組織の設置率
45％【R５】 → 100％【R12】

トレーラーハウス

■避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化【国土交通省】
≪目標≫広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園（約1,500か所）における

災害時に活用可能な給水施設の確保率
28％【R４】→ 50％【R12】※

※ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用井戸等の整備に
より災害時の給水機能を確保することとして目標を設定

なら


	第4章　第１次国土強靱化実施中期計画



